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愛川町の工事系委託(コンサルタント業務)の新たな入札制度について 

 

１ 工事系委託(コンサルタント業務)の営業種目 

工事系委託(コンサルタント業務)として新たな入札制度の対象となる営業種目は、

次のとおりです。 

工事系委託(コンサルタント業務)の対象営業種目（業種） 

１ 測量 ２ 建築設計 ３ 地質調査 ４ 道路 ５ 下水道 ６ 上水道及び工業用水道 

７ 河川砂防及び海岸・海洋 ８ 鋼構造物及びコンクリート ９ 造園 10 農業土木 

11 都市計画及び地方計画 12 その他 

２ 制度改正の視点 

 次の２点を改正の視点に掲げて制度改正を実施します。 

○ 適正な競争のための環境づくり 

○ 成果品の品質確保 

 

３ 条件付き一般競争入札の導入 

 （１） 設計価格１００万円を超える案件に条件付き一般競争入札を導入します。 

 （２） 設計価格１００万円を超える案件でも、次に該当する場合は、指名競争入札に

よることがあります。 

○ 災害応急工事対応等緊急を要する地質調査・測量・設計等の業務 

○ 業務内容の特殊性から発注機関において指名競争入札が適していると認め

られる業務 

 

４ 最低制限価格の適用 

（１） 競争入札には、最低制限価格を設けます。 

（２） 最低制限価格は、予定価格に最低制限価格率を乗じて得た価格とし、最低制限

価格率は、業務別によらず一律８０％(万円未満の端数は切り捨て)とします。 

     

５ 発注予定の公表 

 年度当初に当該年度の通年の発注予定を、１０月に上半期の発注状況を加味した下

半期の発注予定を、かながわ電子入札共同システムで公表します。 

公表対象は、条件付き一般競争入札で執行する案件です。 

 

６ 疑義申立制度の適用 

入札の透明性・公正性を確保するため、条件付き一般競争入札により発注する工事

系委託(コンサルタント業務)については、疑義申立制度を適用します。疑義申立制度

については、工事の疑義申立制度に準じます。 
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入札公告閲覧 

入札書の提出 

競争参加資格確認申請書提出 

案件検索 

競争参加資格確認申請書 

受付票確認 

競争参加資格確認通知書確認 

入札締切通知書受領 

開札（発注者） 

入札結果受領 

入札結果閲覧 

設計図書受領 

質問・回答 

条件付き一般競争入札事務の流れ 

「かながわ電子入札共同システム」の『入札情報

サービスシステム』（コンサル）で案件情報や添

付書類を閲覧し、業務内容、参加資格要件、日程

などを確認します。 

『電子入札システム』にログインし、参加を希望す

る案件を検索します。 

参加を希望する入札案件に、『電子入札システム』

により、競争参加資格確認申請書を提出します。 

申請書が発注者に到着した時は、『電子入札システ

ム』により、申請期限後に申込者全員に競争参加資格

確認通知書受付票が発行されますので、内容を確認し

ます。 

発注者から、『電子入札システム』により、競争参

加資格確認通知書が発行されますので、内容を確認

します。 

設計図書に関し質問がある場合は、電子入札システム

「説明要求」メニューを使用してください。質問の締

切日の翌々日（土曜日・日曜日及び祝休日並びに年末

年始を除く）に、『電子入札システム』の質問回答機

能により、回答を掲載しますので、内容を確認してく

ださい。質問しなかった方も必ず確認してください。 

設計図書は、入札情報システムサービスにて配布い

たします。競争参加資格確認通知書に記載のパスワ

ードを入力して、ダウンロードしてください。 

質問回答の内容も参考にした上、積算を行い、定め

られた期間内に、『電子入札システム』により、入

札書を提出します。 

入札書提出締切日時を経過すると、『電子入札シス

テム』により、発注者から入札締切通知書が発行さ

れます。 

発注者が開札を行います。 

入札の結果が確定すると、『電子入札システム』に

より、入札結果の通知書が送付されるので、内容を

確認します。 

入札結果は、入札情報サービスシステムで入札結果

情報を閲覧できます。 
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疑義申立期間 
入札書を提出した者で、入札執行手続き等に疑義

がある場合、疑義の申立てができます。 



条件付き一般競争入札標準事務処理日程の指名競争入札との比較表 

 

条件付き一般競争入札 開庁

日数 
曜 

日 
指名競争入札 

公告   資格確認申請受付 9 木  

 10 金  

 11 土  

 12 日  

 13 月  

 14 火  

資格確認申請締切日 15 水  

 16 木  

資格確認通知発行/設計図書配布 17 金  

 18 土  

 19 日  

 20 月 指名通知到達 設計図書配布 

 21 火  

 22 水  

 23 木  

 24 金  

 25 土  

 26 日  

 27 月  

 28 火  

質問締切 29 水 質問締切 

 30 木  

質問回答 1 金 質問回答 

 2 土  

 3 日  

入札開始日 4 月 入札開始日 

 5 火  

 6 水  

入札締切日 7 木 入札締切日 

開札 落札者保留通知 8 金 開札 落札者保留通知 

 9 土  

 10 日  

 11 月  

疑義申し立て締切日 12 火 疑義申し立て締切日 

落札者決定通知 13 水 落札者決定通知 
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工事系委託(コンサルタント業務)の条件付き一般競争入札の参加資格要件について 

 

１ 地域要件 

種目 要件 

測量 町内・近隣 

建築設計 町内・近隣 

地質調査 町内・近隣・県内受任者 

道路 町内・近隣・県内受任者 

下水道 町内・近隣・県内受任者 

上水道及び工業用水道 町内・近隣・県内受任者 

河川砂防及び海岸・海洋 町内・近隣・県内受任者 

鋼構造及びコンクリート 町内・近隣・県内受任者 

造園 町内・近隣・県内受任者 

農業土木 町内・近隣・県内受任者 

都市計画及び地方計画 町内・近隣・県内受任者 

その他 町内・近隣・県内受任者 

 

【参考】 

区分 地域 

町内 愛川町内に本店を有する者 

近隣 厚木市、清川村及び相模原市内に本店を有する者 

県内受任者 神奈川県内に本店又は支店・営業所等の受任先を有する者 

 

２ 実績要件 

以下のとおり設計金額に応じて履行実績を要件とします。 

ただし、特殊な技能を執行する際には、履行実績額に限らず、担当課の意見を考慮した上で設

定します。 

設計金額 ３００万円未満 ３００万円以上 

履行実績額 
過去１０年間に 

履行実績が１件以上 

過去１０年間に 

設計金額の２分の１以上 

【町内業者】３分の１以上 

※資格確認申請の際に、契約書の写しまたはテクリスの登録内容確認書の提出をもってこれを確

認します。 

 

３ 技術者数を要件とした入札 

業種 設計金額 ２人以上在籍を要する技術者 

測量 ５００万円以上 測量士 

建築設計 １，０００万円以上 １級建築士 

※資格確認申請の際に、配置予定技術者調書の提出をもってこれを確認します。 
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４ 管理技術者に必要な資格 

業種 資格 

測量 ・測量士 

地質調査 

・技術士(総合技術管理部門(応用理学一般及び地質、建設一般並びに土質及び基

礎)、建設部門(土質及び基礎)、応用理学部門(地質)) 

・シビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の資格保有者(地質、土質及び基

礎) 

・地質調査技士 

・地質調査業者登録規程第３条第１号イ及びロに定める実務経験等を有するもの 

建築設計 
・一級建築士 

・二級建築士 

設計 

(建築以外) 

・技術士(総合技術管理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門) 

・シビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の資格保有者(業務に該当する技

術部門) 

・建設コンサルタント登録規程第３条第一号ロに定める実務経験等を有するもの 

※資格確認申請の際に、配置予定技術者調書の提出をもってこれを確認します。 
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